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長崎県口蹄疫防疫マニュアル

１ 目  的

    平成 22 年 4 月に宮崎県で発生した口蹄疫は畜産業のみならず、関連産業、一般県民の

生活にまで影響が及んだ。口蹄疫が発生した場合は、初発農場だけで封じ込め、早期終

息を図る防疫対応が求められる。

  このマニュアルは、万一、口蹄疫が本県で発生した際に、本県畜産業の被害を最小限

に抑えるために必要な対策を、迅速かつ的確に実施するために策定するものである。

２ 基本方針

（１）口蹄疫の防疫措置は、｢家畜伝染病予防法(昭和 26 年法律第 166 号)｣、「長崎県家

畜伝染病予防法施行細則（昭和 27 年 8 月 12 日長崎県規則第 44 号）」、「長崎県家

畜伝染病規則（昭和 27 年 8 月 12 日長崎県規則第 45 号）」、｢口蹄疫に関する特定

家畜伝染病防疫指針(令和 2 年 7 月 1 日農林水産大臣公表、令和 3 年 10 月 1 日一部

変更)｣。以下、「口蹄疫指針」という。）」、「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫

指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項について

（令和 2 年 7 月 1 日 2 消安第 1567 号及び令和 3 年 10 月 1 日付け 3 消安第 3495 号

農林水産省消費・安全局長通知、以下、「口蹄疫留意事項」という。）」に基づき実

施する。

（２）口蹄疫は極めて伝染力が強く、ほとんどの偶蹄類動物が感染し、甚大な経済的被

害を生じるため、口蹄疫発生時には患畜等の迅速な殺処分により、短期間のうちに

まん延防止を図ることが重要である。

（３）口蹄疫の発生時には、国、県、市町及び関係団体等が連携をとり、迅速かつ的確

な防疫措置を強力に推進することにより、早期清浄化を図る。

1


